
「筑紫野市スポーツ推進計画（案）」に対する意見募集（パブリック・コメント）結果

（１）意見募集期間（パブリック・コメント期間）　　令和７年１月６日～令和７年２月４日

（２）意見の提出者数　４人（事業者等含む）

（３）提出された意見と意見に対する考え方

No ページ 項目 意見の趣旨及び内容 意見に対する考え方

1 1

第1章　計画の概要

　2 まちづくりにおけるスポーツの

　   有効性について

フィジカルスポーツとeスポーツの両輪で一層の

充実を図ることができます。

P7に記載のとおり、今後のeスポーツの動向に注視し、必要に応

じて計画の見直しを検討してまいります。

2 7
第1章　計画の概要

　5 スポーツの定義

eスポーツについて、今後の検討及び計画の見直

しに期待しています。

P7に記載のとおり、今後のeスポーツの動向に注視し、必要に応

じて計画の見直しを検討してまいります。

3 13

第2章　現状と課題

　2 スポーツ施設の現状

　(2)市内スポーツ施設一覧と利用可能

　　 種目

農業者トレーニングセンターサブアリーナの所

在地は「筑紫野市諸田172」です。
ご指摘のとおり修正させていただきます。

4 16

第2章　現状と課題

　2 スポーツ施設の現状

　(4)スポーツ施設等の利用者数の推移

　 　について

スポーツ施設の利用者数における施設稼働率に

ついて、算出根拠は。
施設毎に利用実績を利用可能枠数で除して算出しています。

5 37
第3章　基本理念

　2 基本目標

eスポーツにおいても「する」「みる」「ささえ

る」という場面が存在し、仲間や地域との絆を

深めることが重要です。

P7に記載のとおり、今後のeスポーツの動向に注視してまいりま

す。
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6 39

第4章　具体的な施策の展開

　1 スポーツ施設の充実・環境の整備

　(1)スポーツ施設の計画的な整備

筑紫や若江に新グラウンドを整備してほしい。

公園で球技をしている人のマナーが悪い。

グラウンドの整備については、近隣に筑紫運動広場があるため周

知に努めるとともに、公園利用マナーについては、「公園外に

ボールが出るような危険なボール遊び禁止」の張り紙を行い、注

意喚起を行います。

7 39

第4章　具体的な施策の展開

　1 スポーツ施設の充実・環境の整備

　(1)スポーツ施設の計画的な整備

新体育館を建設する際は、大多数の観客席数を

確保し収益・雇用を生み出す施設にしてほし

い。

スポーツ施設整備基本構想の策定において検討していくことにな

ります。

8 39

第4章　具体的な施策の展開

　1 スポーツ施設の充実・環境の整備

　(1)スポーツ施設の計画的な整備

農業者トレーニングセンターは10年以内に大規

模改修が見込まれており、スポーツ施設整備基

本構想の策定は早急な取り組みが必要なことか

ら、いつから策定に取り組むかの期限を記入す

べきでは。

スポーツ推進計画策定後に取り組むこととしております。

9 40

第4章　具体的な施策の展開

　1 スポーツ施設の充実・環境の整備

　(3)スポーツ施設の利便性の向上

施設使用料を減免している団体等も使用料を徴

収し、健全経営に努めてほしい。
施設の健全経営は重要と考えています。ご意見として承ります。

10 40

第4章　具体的な施策の展開

　1 スポーツ施設の充実・環境の整備

　(3)スポーツ施設の利便性の向上

指定管理者を民間にして、補助金頼りにならな

いような施設経営にしてほしい。
施設の健全経営は重要と考えています。ご意見として承ります。

11 40

第4章　具体的な施策の展開

　1 スポーツ施設の充実・環境の整備

　(3)スポーツ施設の利便性の向上

スポーツ施設使用料を近隣と合った金額に改定

してほしい。また、施設区分に応じて料金を統

一してほしい。

施設の健全経営は重要と考えています。ご意見として承ります。

12 41

第4章　具体的な施策の展開

　2 指導者・ボランティアの育成

　(1)スポーツ指導者の育成

指導者の育成のため、研修の充実をお願いした

い。

本計画に沿って、関係団体と連携し、実施に取り組んでまいり

ます。
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13 42

第4章　具体的な施策の展開

　2 指導者・ボランティアの育成

　(4)スポーツ団体等への働きかけ

体育協会との定期的な会議等について、教育部

長やスポーツ振興課長の出席をお願いしたい。

P42に記載のとおり、定期的に情報交換を行いたいと考えており

ますが、出席につきましては、協議内容に応じて対応させていた

だきます。

14 43

第4章　具体的な施策の展開

　3 生涯スポーツの推進

　 前段

eスポーツは、年齢や性別、障がいの有無にかか

わらず、また距離や国境を超えて楽しめるの

で、定期的なeスポーツ事業化についても大いに

効果が見込まれると考えます。

P7に記載のとおり、今後のeスポーツの動向に注視し、今後の事

業実施の際の参考とさせていただきます。

15 43

第4章　具体的な施策の展開

　3 生涯スポーツの推進

　(1)スポーツイベントの充実

スポレクフェスタでeスポーツ体験コーナーを設

置することにより、eスポーツとの接点創出及び

認知度アップを図るのも一案と考えます。

P7に記載のとおり、今後のeスポーツの動向に注視し、今後の事

業実施の際の参考とさせていただきます。

16 45

第4章　具体的な施策の展開

　3 生涯スポーツの推進

　(7)体育協会や地域スポーツ団体との

　　 連携、協力

体育協会会員数を増やすため、小中学校体育施

設利用団体の体育協会の加盟義務や加盟団体の

施設使用優遇措置を検討してほしい。

体育協会会員数増に向けた取組みの一つとして、今後の参考とさ

せていただきます。

17 45

第4章　具体的な施策の展開

　3 生涯スポーツの推進

　(7)体育協会や地域スポーツ団体との

　　 連携、協力

ジュニアクラブ(小・中学校対象クラブ)はスポー

ツ少年団に加盟してもらい、他地区の少年団と

の交流会ができる仕組みを構築してほしい。

スポーツ少年団の活動の充実に向けた取組みの一つとして、今後

の参考とさせていただきます。

18 46

第4章　具体的な施策の展開

　3 生涯スポーツの推進

　(8)スポーツを通じた健康づくり

各コミュニティセンターや公民館で定期的な体

力測定やニュースポーツを実施し、継続的に体

力維持向上を促す仕組みを検討してほしい。

本計画に沿って、関係団体と連携し、実施に取り組んでまいり

ます。

19 46

第4章　具体的な施策の展開

　3 生涯スポーツの推進

　(10)スポーツ情報の発信

体育協会主催のイベントを市の広報媒体でも周

知してほしい。

本計画に沿って、関係団体と連携し、実施に取り組んでまいり

ます。
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